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医政発 0330第25号

平成 24年 3月 30日

社団法人日本病院会会長殿

医療法人の附帯業務の拡大について

標記について、別添のとおり各都道府県知事及び各地方厚生(支)局長宛てに通知

を発出いたしましたので、御了知願います。



⑧ 医政発 0330第 24号

平成 24年 3月 30日

厚生労働省医政局長

医療法人の附帯業務の拡大について

医療法人の附帯業務については、医療法(昭和 23年法律第205号)第42

条の規定により、医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設

の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為(以下「定款等Jという。)の定め

るところにより、同条各号に掲げる業務の全部又は一部を行うことができること

とされ、医療法人の附帯業務の具体的な内容については、「医療法人の附帯業務

についてJ(平成 19年3月 30日付け医政発第0330053号。以下「通知」

という。)の別表に取りまとめられているところである。

今般、「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施

策を見直すまでの聞において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の

整備に関する法律(平成22年法律第71号)Jの一部が平成 24年4月 1日に

施行されることに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会

福祉事業の一部を改正する件(平成 24年厚生労働省告示第 179号)が本年3

月 28日に告示され、同年4月 1日から適用することとされた。

また、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

(平成 23年法律第 72号)Jの一部についても平成 24年4月 1日に施行され

ることに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業

の一部を改正する件(平成24年厚生労働省告示第 103号)が本年3月 13日

に告示され、同年4月 1日から適用することとされた。

一方、「障害者自立支援法(平成 17年法律第 123号)J附則第48条に規定

する精神障害者社会復帰施設及び「高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一

部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成



23年厚生労働省令第 131号)J附則第3条に規定する適合高齢者専用賃貸住

宅にあっては、経過措置が終了し平成24年 3月31日をもって廃止となる。

これらの法律改正等に伴い、通知の別表の一部を改正し、平成24年4月 1日

から適用することとしたので、貴職におかれては、下記の改正の内容及び留意事

項について御了知の上、貴管内の医療法人等に対する周知方お願いする。

記

第 1 改正の内容

1 I障害者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの聞において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備

に関する法律(平成22年法律第71号)J 

( 1 ) 障害種別ごとに分かれた施設体系について、入所・通所の利用形態の

別により一元化され、それぞれ「障害児入所施設」、「障害児通所支援事

業」とされたこと、「障害児相談支援事業」が創設されたこと。(児童福

祉法の一部改正関係)

( 2) 従来の相談支援事業について、「一般相談支援事業J、「特定相談支援事

業」として相談支援の充実が図られたこと。(障害者自立支援法の一部改

正関係)

2 I介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平

成 23年法律第72号)J 

( 1 ) 訪問介護と訪問看護が一体的、又は密接に連携しながら 24時間対応

の定期巡回型訪問を行う「定期巡回・随時対応型訪問介護看護J、小規模

多機能型居宅介護と訪問看護が組み合わさった「複合型サーピ、ス」が創

設されたこと。(老人福祉法及び介護保険法の一部改正関係)

(2) 地域支援事業として、介護予防及び日常生活支援のための施策を総合

的かっ一体的に行う「介護予防・日常生活支援総合事業Jの創設、居宅

サービスを行った者等に対して行う質問等について、都道府県知事が指

定する法人に当該事務を委託する「都道府県事務受託法人Jが創設され

たこと。(介護保険法の一部改正関係)

3 その他

( 1 ) I介護保険法(平成9年法律第 123号)J第 27条第2項及び第32
条第2項の規定に基づく要介護認定等調査事務について、都道府県知事

が指定する法人に当該事務を委託する「市町村事務受託法人」を附帯業

務の対象とするよう要望があったことを踏まえ、追加すること。

( 2) I障害者自立支援法(平成 17年法律第123号)J附則第48条に規

定する精神障害者社会復帰施設及び「高齢者の居住の安定確保に関する

法律等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等

に関する省令(平成23年厚生労働省令第131号)J附則第3条に規定



する適合高齢者専用賃貸住宅を削除すること。

第 2 留意事項

新たに追加された業務を医療法人が行う場合にあっては、定款等の変更が必要

であるが、定款等の変更を申請する際には、医療法施行規則(昭和 23年厚生省

令第 50号)第 32条第3項に規定する書類を申請書に添付すること。

なお、各個別法で定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に

行うこと。ただし、これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い定款等の変更の認可日が遅れることはやむを得ないこと。



(別添)

or医療法人の附帯業務についてJ(平成19年3月30日医政発第0330053号)(抄)

(下線の部分は改正部分)

改正後 改正前

(別表) (別表)

匡富保健衛生に関する業務
、

匡雪保健衛生に関する業務

①~⑦(略) ①~⑦(略)

③介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短 ⑧介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーション、短

期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多 期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、小規模多

機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所 機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防通所

リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養 リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養

介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介 介護、介護予防認知症対応型通所介護又は介護予防小規模多機能型居宅

護若しくは複合型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合 介護若しくは障害者自立支援法lこいう障害福祉サービス事業、相談支援事

せに限る。)又は障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業、一般相 差、移動支援事業、地域活動支援センター型主福祉ホームにおける事業と

談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター蓋 連続して、又は一体としてなされる有償移送行為であって次に掲げるもの。

」主主福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償移

送行為であって次に掲げるもの。

ア~ウ(略) ア~ウ(略)

⑨介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サー ⑨介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防サー

ビス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業、 ビス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、地域支援事業及

保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定都道府県事 び保健福祉事業のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とするも

務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に関する業務」とす の。

るもの。

⑩~⑫(略) ⑬~⑫(略)

(削除) ⑬高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律の施行

に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成23年厚生労働省

令第131号。以下「改正省令」という。)附則第3条の規定によりなお従前の

例によることとされている改正省令による改正前の介護保険法施行規則

(平成11年厚生省令第36号)第15条第3号に規定する適合高齢者専用賃

貸住宅の設置



改正後

aニ盛(略)

匡宣社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大

臣が定めるものの実施

※ 平 成10年2月9日厚生省告示第15号及び本通知の別添を参

照すること。

※就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項第2号の認

定こども菌(ただし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の筆1
重筆Z呈Eに包括されること。

改正前

金ヱ盛(略)

匡盟社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大

臣が定めるものの実施

※平成19年3月30日厚生労働省告示第93号及び本通知の別添

を参照すること。

※就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進

に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項第2号の認定

こども園(ただし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の筆1に
包括されること。
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(参考 1) 

[改正後全文]

医政発第0330053号

平成 19年 3月 30日

最終改正 医政発 o3 3 0第 24号

平成 24年 3月 30日

厚生労働省医政局長

医療法人の附帯業務について

昨年6月 21日法律第 84号をもって公布された良質な医療を提供する体制の確立

を図るための医療法等の一部を改正する法律のうち、医療法人に関する規定について

は、本年4月 1日から施行されることとなった。

これに伴い、厚生労働大臣の定める医療法人が行うことができる社会福祉事業の一

部を改正する件(平成 19年厚生労働省告示第93号)が本年3月 30日に告示され、

同年4月1日から適用することとされたところである。

本改正により、医療法(昭和 23年法律第205号。以下「法Jという。)第42

条各号の医療法人が行うことができる附帯業務のうち、社会福祉事業の実施(第7号)

及び有料老人ホームの設置(第8号)については、下記のとおり取り扱うこととした

ので通知する。

また、医療法人が行うことができる附帯業務を別表のとおり取りまとめたので、附

帯業務の実施に関し関係主管部局及び各市町村等との連携を図り、適正な運用に努め

られたい。

なお、医療法人の附帯業務に係る既往通知(別記)については、本通知で包括した

ため廃止する。

ロい晶一三一ロ

第 1 改正の趣旨

医療サービスと福祉・住居サービスの融合により、地域における医療の重要な担い

手である医療法人が必要なケアを切れ目なく提供できるよう、法第42条第7号に基



づき医療法人が行うことができる社会福祉事業の範囲について必要な見直しを行うと

ともに、法第42条第8号に規定する老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)に基

づく有料老人ホームの設置を追加するものであること。

第 2 改正の内容及び留意事項

1 附帯業務の改正の内容

医療法人の附帯業務として、次に掲げる業務を追加することとし、本年4月 1日

より実施することができるものとしたこと。

なお、従前「保健衛生に関する業務J (法第42条第6号)として行われてきた

ケアハウスに関しては、今後は法第42条第7号に基づき行われるものであること。

(1)法第4?条第 7号関係

① 社会福祉法(昭和 26年法律第45号)第2条第2項中の以下各号に規定す

る第 1種社会福祉事業のうち次に掲げるもの。

ただし、当該附帯業務((ウ)を除く。)を行うことができるものは社会医療

法人に限る。

(ア)第 1号

・生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを

目的とする施設(生活保護法(昭和 25年法律第 144号)に規定する

保護施設である宿所提供施設を除く。)を経営する事業及び生計困難者

に対して助葬を行う事業

(イ〉第2号(児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)関係)

・乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害

児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、

情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設を経営する事業

(ワ)第3号(老人福祉法(昭和 38年法律第 133号)関係)

-ケアハウス

(エ)第 3号の 2 (障害者自立支援法(平成 17年法律第 123号)関係)

・障害者支援施設を経営する事業

(オ)第6号(売春防止法(昭和 31年法律第 11 8号)関係)

-婦人保護施設を経営する事業

(カ)第 7号

・授産施設(生活保護法に規定する保護施設である授産施設を除く。)を

経営する事業及び生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する

事業

② 社会福祉法第2条第 3項各号に規定する第2穏社会福祉事業のうち次に掲げ

るもの



(ア)第 1号

・生計困難者に対して、その住居で衣食その他日常の生活必需品若しくは

これに要する金銭を与え、又は生活に関する相談に応ずる事業

(イ)第2号(児童福祉法関係)

-児童自立生活援助事業又は放課後児童健全育成事業

.子育て短期支援事業

.助産施設又は児童厚生施設を経営する事業

.児童の福祉の増進について相談に応ずる事業

(ウ)第3号(母子及び寡婦福祉法(昭和 39年法律第 129号)関係)

・母子家庭等日常生活支援事業又は寡婦日常生活支援事業及び母子福祉施

設を経営する事業

(エ)第4号(老人福祉法関係)

・老人福祉センターを経営する事業

(オ)第5号(身体障害者福祉法(昭和 24年法律第 283号)関係)

・身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業又は介助犬訓練事業若しくは

聴導犬訓練事業

-身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設又は視聴覚

障害者情報提供施設を経営する事業

-身体障害者の更生相談に応ずる事業

(カ)第6号(知的障害者福祉法(昭和 35年法律第 37号)関係)

・知的障害者の更生相談に応ずる事業

(キ)第8号

・生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又

は宿泊所その他の施設を利用させる事業

(ク)第 11号

・隣保事業(隣保館等の施設を設け、無料又は低額な料金でこれを利用さ

せることその他その近隣地域における住民の生活の改善及び向上を図る

ための各種の事業を行うものをいう。)

(ケ)第 12号

・福祉サービス利用援助事業(精神上の理由により日常生活を営むのに支

障がある者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービス(社会福祉

法第2条第2項各号及び第3項第 1号から第 11号の事業において提供

されるものに限る。以下この号において同じ。)の利用に関し相談に応

じ、及び助言を行い、並びに福祉サービスの提供を受けるために必要な

手続又は福祉サービスの利用に要する費用の支払に関する便宜を供与す

ることその他の福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を一体的

に行う事業をいう。)



(コ)第 13号

・社会福祉法第2条第2項各号及び第3項第 1号から第 12号までの事業

に関する連絡又は助成を行う事業

(2)法第42条第8号関係

老人福祉法第29条第 1項に基づく有料老人ホームの設置

2 留意事項

新たに 1に掲げる事業を医療法人((1)の①に掲げる事業((ウ)を除く。)は社

会医療法人に限る。)が行う場合にあっては、法第 50条第 1項の規定に基づき

定款又は寄附行為(以下「定款等Jとしづ。)の変更が必要であること。

なお、定款等の変更に当たっては、老人福祉法又は社会福祉法その他個別法で

定められた所定の手続については、定款等の変更の認可後に行うこと。ただし、

これらの手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴い定款等の変更の認

可日が後れることはやむを得ないこと。

また、組合等登記令(昭和 39年政令第 29号)第 6条第 1項の規定により、

変更の登記が行われた際は、医療法施行令(昭和 23年政令第 326号)第 5条

の12の規定により変更の登記の届出が適切に行われるものであること。

(別記)

0老人訪問看護事業を行う医療法人について

(平成4年 3月 31目指第 29号)

0医療法人の付帯業務に係る軽費老人ホーム(ケアハウス)の設置及び運営について

(平成6年 2月 7目指第9号)

0訪問看護事業を行う医療法人について

(平成6年 9月 9目指第 62号)

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

(平成 11年 6月23目指第46号)

0介護保険法の施行に係る医療法人の附帯業務の取扱い等について

(平成 11年 7月 15日事務連絡)

0医療法人の附帯業務の拡大について

(平成 16年 3月31日医政発第 0331007号)

O医療法人の附帯業務の拡大について

(平成 17年3月 30日医政発第0330002号)

O医療法人の附帯業務の見直しについて

(平成 18年 3月 31医政発第0331 001号)

O医療法人の附帯業務の見直しについて

(平成 18年 9月29日医政発第0929008号)



(別表)

医療法人の附帯業務について

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない

限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行

うことができる。(医療法第42条各号)

なお、附帯業務を委託すること、又は本来業務を行わず、附帯業務のみを行うこと

は医療法人の運営として不適当であること。

|医療法第42条|

匿亘医療関係者の養成又は再教育

看護師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師、あん摩マッサージ指

圧師、はり師、きゅう師その他医療関係者の養成所の経営。

後継者等に学費を援助し大学(医学部)等で学ばせることは医療関係者

の養成とはならないこと。

医師、看護師等の再研修を行うこと。

匿亙医学又は歯学に関する研究所の設置

研究所の設置の目的が定款等に規定する医療法人の目的の範囲を逸脱

するものではないこと。

匿亘医療法第39条第 1項に規定する診療所以外の診療所の開設

巡回診療所、医師又は歯科医師が常時勤務していない診療所(例えば、

へき地診療所)等を経営すること。

匿亘疾病予防のために有酸素運動棚的に酸素を摂取して全身持久力に関す

る生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。)を行わせる

施設であって、診療所が附置され、かっ、その職員、設備及び運営方法が

厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置(疾病予防運動施設)

附置される診療所については、

① 診療所について、医療法第 12条の規定による管理免除又は 2か所

管理の許可は原則として与えないこと。

②診療所と疾病予防運動施設の名称は、紛らわしくないよう、別のも

のを用いること。

③ 既設の病院又は診療所と同一の敷地内又は隣接した敷地に疾病予防

運動施設を設ける場合にあっては、当該病院又は診療所が疾病予防運

動施設の利用者に対する適切な医学的管理を行うことにより、新たに

診療所を設けなくともよいこと。



※「厚生労働大臣の定める基準Jについては、平成4年 7月 1日厚生省

告示第 186号を参照すること。

匿司疾病予防のために温泉を利用させる施設であって、有酸素運動を行う場所

を有し、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準

に適合するものの設置(疾病予防温泉利用施設)

温泉とは温泉法(昭和 23年法律 125号)第2条第 1項に規定する

ものであること。

疾病予防のために温泉を利用させる施設と提携する医療機関は、施設

の利用者の健康状態の把握、救急時等の医学的処置等を行うことのでき

る体制になければならないこと。

※「厚生労働大臣の定める基準」については、平成4年7月 1日厚生省

告示第 186号を参照すること。

匿司保健衛生に関する業務

保健衛生上の観点から行政庁が行う規制の対象となる業務の全てをい

うのではなく、直接国民の保健衛生の向上を主たる目的として行われる

以下の業務であること。

① 薬局

② 施術所(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法

律、柔道整復師法に規定するもの。)

③ 衛生検査所(臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律に規定す

るもの。)

④ 介護福祉士養成施設(社会福祉士及び介護福祉士法に規定するも

の。)

⑤ ホームへ/レパー養成研修事業(地方公共団体の指定を受けて実施す

るもの。)

⑥ 難病患者等居宅生活支援事業(地方公共団体の委託を受けて実施す

るもの。)

⑦ 病児・病後児保育事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施

するもの。)

③ 介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、通所リハビリテーショ

ン、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型通所介護、

小規模多機能型居宅介護、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介

護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予

防短期入所療養介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規

模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは複合

型サービス(小規模多機能型居宅介護及び訪問看護の組合せに限る。)

早昼障害者自立支援法にいう障害福祉サービス事業、一般相談支援事

業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター圭L-<



" 

些福祉ホームにおける事業と連続して、又は一体としてなされる有償

移送行為であって次に掲げるもの。

ア 道路運送法(昭和 26年法律第 183号)第4条第 1項の規定に

よる一般旅客自動車運送事業

イ 道路運送法第 43条第 1項の規定による特定旅客自動車運送事

業

ワ 道路運送法第 78条第 3号又は第 79条の規定による自家用有

償旅客運送等

※ 介護保険サービス、障害福祉サービスとの関連性が求められ、

保険給付の対象とはならず実費徴収の対象となる業務であるこ

と。例えば、 「乗降介助」の際の移送事業部分の実費徴収、通所

サービス等における遠隔地からの送迎費の実費徴収などについ

て、道路運送法の規定により許可を得て行う業務であること。

※ 道路運送法の許可を得ずに介護保険サービス又は障害福祉サ

ービスの対象となる移送事業を行うことはできないこと。

※ いわゆる「介護タクシーJのように旅行や買い物といった介護

保険サービス、障害福祉サービスとの関連性を有しない業務は当

該有償移送行為に該当せず、医療法人の附帯業務ではないこと。

⑨ 介護保険法にいう居宅サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防

サービス事業、介護予防支援事業、地域密着型サービス事業、盟盛玄

援事業、保健福祉事業、指定市町村事務受託法人の受託事務及び指定

都道府県事務受託法人の受託事務のうち、別添において「保健衛生に

関する業務j とするもの。

⑩ 助産所(改正法第2条に規定するもの。)

⑪ 歯科技工所(歯科技工士法に規定するもの。)

⑫ 福祉用具専門相談員指定講習(介護保険法施行令に規定するもの。)

盛高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成23年法律第 32号。)

第5条に規定するサービス付き高齢者向け住宅の設置。ただし、都道

府県知事の登録を受けたものに限る。

※1 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法

律(平成 23年法律第 74号。以下「改正法」という。)の施

行の際現に改正法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関

する法律(平成 13年法律第 26号)第4条に規定する高齢者

円滑入居賃貸住宅の受録を受けている高齢者専用賃貸住宅であ

って、医療法人が設置しているものについては、改正法の施行

後も、その要件を継続して満たし、その居住者に対し、次に掲

げるいずれかのサービスの提供を継続的に行うことを約してい

るものに限り、当面の問、医療法人が設置することができるも



のとすること。

(1) 居住者に対する生活指導や相談に応じるサービス

(2) 居住者の安否を定期的に確認するサービス

(3) 居住者の容体急変時における応急措置、医療機関への通

報等の緊急時対応サービス

※2 高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律

(平成 21年法律第 38号。以下「平成21年改正法」という。)

附則第 1条第 1号に掲げる規定の施行の際現に平成 21年改正

法による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律第4条

に規定する高齢者円滑入居賃貸住宅の登録を受けている高齢者

専用賃貸住宅であって、医療法人が設置しているものについて

は、平成 21年改正法附則第4条第 1項の規定により登録の効

力が失われた場合で、あっても、その要件を継続して満たし、上

記(1 )から (3)までに掲げるいずれかのサービスの提供を

継続的に行うことを約しているものに限り、当面の問、医療法

人が設置することができるものとすること。

※3 ※1及び※ 2については、賃貸住宅の戸数を増やしてはなら

ない。

盈 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整

備等に関する法律(昭和 60年法律第 88号。以下「労働者派遣法」

という。)第2条第5号に掲げる特定労働者派遣事業であって、労働.

者派遣法第4条第 1項第3号及び労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和61年

政令第 95号。以下「労働者派遣法施行令」という。)第2条第 1項

の規定により派遣労働者に従事させることが適当でないと認められる

業務から除外されている労働者派遣で次に掲げるもの。

(1)労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に掲げる業務

ア 労働者派遣法第2条第6号に掲げる紹介予定派遣をする場合

イ 労働者派遣法第40条の 2第 1項第3号又は第4号に該当する

場合

ウ 労働者派遣法施行令第2条第 1項各号に規定する施設又は居宅

以外の場所で行う場合

(2)労働者派遣法施行令第2条第 1項第 1号に掲げる業務

エ 派遣労働者の就業の場所が労働者派遣法施行令第2条第2項に

規定するへき地にある場合

オ 派遣労働者の就業の場所が地域における医療の確保のためには

労働者派遣法施行令第2条第 1項第 1号に掲げる業務に業として

行う労働者派遣により派遣労働者を従事させる必要があると認め



られるものとして労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(日召和 61年労働

省令第 20号)第 1条第 1項各号に掲げる場所(へき地にあるも

のを除く。)である場合(ただし、医療法施行規則(昭和 23年

厚生省令第 50号)第 30条の 33の2第 2項により、業として

労働者派遣を行うことができる医療法人は、病院又は診療所を開

設する医療法人に限る。)

盛障害者自立支援法第 77条に規定する地域生活支援事業として実施

する日中一時支援事業(地方公共団体の委託又は補助を受けて実施す

るもの。)

盈障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35年法律第 123号)

第 34条に規定する障害者就業・生活支援センタ一

盛健康保険法(大正 11年法律第 70号)第88条第 1項に規定する

訪問看護事業

盛学校教育法(昭和 23年法律第 26号)第 1条に規定する学校、 同

法第 124条に規定する専修学校及び同法第 134条第 1項に規定す

る各種学校並びに児童福祉法(昭和 22年法律第 164号)第 39条

第 1項に規定する保育所及び同法第 59条第 1項に規定する施設のう

ち、同法第 39条第 1項に規定する業務を目的とするもの(以下、「認

可外保育施設Jという。)において、障害のある幼児児童生徒に対し、

看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を行う事業

※ 病院又は診療所によるものは、医療法人の本来業務に該当するこ

と。

盛認可外保育施設(児童福祉法第 34条の 15に規定する家庭的保

育事業その他これに類する事業が行われる認可外保育施設を除く。)

であって、地方公共団体がその職員、設備等に関する基準を定め、当

該基準に適合することを条件としてその運営を委託し、又はその運営

に要する費用を補助するもの。

匿ヨ社会福祉法第2条第2項及び第3項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定

めるものの実施

※ 平成 10年 2月 9日厚生省告示第 15号及び本通知の別添を参照する

こと。

※ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する

法律(平成 18年法律第 77号)第3条第1項第2号の認定こども園(た

だし、保育所型のみ。)の運営は、上記告示の第1項第2号ロに包括さ

れること。

匿亘有料老人ホームの設置(老人福祉法に規定するもの。)



留意事項

1.役職員への金銭等の貸付は、附帯業務ではなく福利厚生として行うこと。この

場合、全役職員を対象とした貸付に関する内部規定を設けること。

2.第7号については、社会医療法人のみに認められるものがあること。

3. 定款等の変更認可申請とは別に、個別法で定められた所定の手続(許認可、届

出等)を要する場合があること。この場合、個別法の手続の前に定款等の変更認

可申請をする必要があるが、手続を並行して行う場合は、各手続の進捗状況に伴

い、定款等の変更認可日が後れることは、やむを得ないこと。



〈別添〉

0社会福祉法に基づく社会福祉事業の位置付け

『醐刷叫明 rOJI四軍基人会鴨川l志社会医師人のみが対象

『区分，.の.明 『本来』とは本来ヨE罰、『告示』とは平."匁厚生省告示9・"号 f!i.iltJと"標値側室l潤する.務'"・"本lllln主人が行え'"、ことを示す

社会福祉盆 各 2去 事業名、植民名等 介置惇院法申"~におけるサービス・事調E等 医療法人 区分 備 考

教麓施設

更生絶股

盆活保組農

主入的計所とす固在るせ障革て害担生を活畢由科説又助はを定行額うなζ料と金をで目 • 告示 生偉活を除保〈EE.謹上の保11路鼠である宿所提供施

生計困難者に対する助葬 • 告示

乳児院 • 告示

母子生活支復施設 • 告示

児童養置施段 • 告示

器 1 児置福祉珪止の指定苦受けること，

理宣櫨祖i宣告

組醐6更進が5定買手惨後織酬'で状れRおのを現るる並この臨にa出行僻裏‘し更盟禍て向手定行臨同術手をラ寝さ繰剛刷期食と切原l謂まlにZ左目則隊ιう手と司こ町事縫とてのがのa変E 臼
瞳書lF入所怖栂 • 告示

第一祉現事社象金福

情緒障害児短期治集総監 • 告示

児童自立支揖施臨 • 告示

養麓老人ホーム

老人繊維縫 待別養護老人ホーム 錨設サービス 介掻福祉施設サービス

経費老人ホム(注) 。 告示 {注】ケアハウスのみ可

障害a者自盗立.障害者支建徳政 • 告示

発醐此 婦人保障給般 • 告示

後産施股 • 告示 生"活<.保直後ょの保直純量重である鰻.. 錨飯を

生利計で資園金犯を者融に通対すしてる事柵寮.予又は低 • 告示 都t手k道賞続府金を担県3置た社付司会事区築福集祉専箇であ掴っ金てが.行社っ会て福い祉る鎗生に若よ割Eる

生計図蝿者に対する金銭等供与 。 告示

主計臣雄者に対する生活相観 。 告示

盤賓lIli画面主撞壷塞 Q 隻語忌

盤宣2掴盟主握蔓塞 Q 盆孟

児童自立生活揖助事業 。 告示

紋標後児貧健全宵成事業 。 告示

子育て短期支優窃象 。 告示

乳児家屋全戸訪問事業 。 告示

養育支慢訪問事業 。 告示

U居室鋼栓E盆 地域子育て支復拠点事業 。 告示

防預かり事象 。 告示

小規複住居笠児童養育事業 。 告示

防護施設 。 告示

保育所 。 告示

児童厚生飽設 。 告示

児童京庭支援センター 。 告示

児童の福鉱纏進祖談事案 。 告示

母子宮底寄日常生活支揮事轟 。 告示

賓.婦子権及侵び盆 事帰国常生活支援事諜 。 告示 S支限E字るtE2$及び震ZをZ附栂調祖停aaRt績珪とのしaてe子行家っ庭て事い事日る渇常盆合に活

母子福祉施股 。 告示



居宅サービス事葉 訪問介護 。 告示

主題謹国・匝堕誼座型値目企置重謹 Q 隼丞

老人居宅介掻等事業 地域密着型サービス事軍

在間対応型訪問介置 。 告示

介護予防サービス事講 介恒予防防周介誼 。 告示

居宅サービス事業 遺禄ゴ"貧 。 告示

寄託3ごの将そ剖指かれ三定らぞ介のれ富又畏各保I経Sサ険が宅ー必是ゼ入J要K術スの.を後事行底案う上者噂のと業市し所て町

地.. 密渚型サービス事業 毘知症対応型通所介謹

老人デイサービス事業

相L 場』附寮と網開所合野.提では者務定厳とと紋たし日等てにのの定同変指骸じ更ue定zは，をEE不を酎a医契要さで絡れ.阪aすたbにるる事
升麗予防ザーピス事業 介.. 予防通所介護 。 告示

地割医"包"阻予儲サーピa・3・ 介陸予防既知症対応型量所介誼

居宅サービス事業 短期入所生活介箇 。 告示
倒【をー別，a指Ra受ビのF等野定スけ事にの居事た業お定宅事禽所け更サ実をるのがー行四循時緬必うビで定場舎要ス舗をは合事.た隻〉.業に当すの屠.酪指定宅事定サ

老人短期入所事業

老人鍋鍾鵠 介高予防ザーピス事業 介護予防短期λ所生活介置 。 告示

地.. 密着型ザーピス事象 "、現槙多機能型居宅合置

器提5原け者循提修自る定則のが定を銃前並紋と指器後t曇しに行れ3定こ専て託行し伴の.るa3て又うBこい変手遺こ行はと続更とは府う定市腿とが渇県や紋町定可必舎む寄村=紋申要は制をのの等臓で得変す費の手手あるな更民変る織続事い健をが更のは案ζ受司手. 温と.
指ニ祉櫨事録婁台福 小規槙多機能型居宅介量草案 。 告宗

岨闘酎.予防今一白" 介置予防"、現慎多極能型居宅分担

地織密着霊サービス事業 認知症対応型共同生活介置 。 告示

担掴車封応型老人共同生活揖聞事藁

地..掴誼骨E予防ザーピ且草書 介盟予防既知症対応型共同生活介誼 。 告示

II含聖堂ピZ撞lJt蔓墓 撞星章董型埜ピZ壷III 担舎甲骨』'"'，h掴圃a，..申臨霊堂骨岡高".回恩師団
Q 盆丞組盆剖民....，

老人デイサービスセン?- 。 告表

老人短期入所施設 。 告示

老人福祉センター 。 告示

老人介瞳支蝿センター 。 告示

障害福祉サービス事業 。 告示 当夜a行が号m必事要奮業緬.所2主栓総ごサ制寄ーの三ビ$夜ス象の更者手檎と続頬しzては"の誕5.2指42定惨震震を

盤撞醤玄撞蔓塞 Q 負丞

当夜?定司肱区，寄砲をの行変う更事手.続所はご来と2に4・指閥定が必要.

盤宜担盟主撞蔓塞 Q 盆孟

陣支害者製民自生立

移動支復事業 。 告示

地堀活動支憧セン.- 。 告示

福祉ホーム 。 告示

身体障害者生活訓練等事案 。 告示

手続温訳事業 。 告示

介助犬訓練穆裟 。 告示

聴導犬訓練事業 。 告示

易繍体陣.ヨS聖長書 身体障害者福祉センター 。 告示

舗装具製作!!i設 。 告示

盲導犬訓練!!i" 。 告示

観聴覚障害者情報抱供徳段 。 告示

身体障害者の更生相臨事東 。 告示

知的障S重奮傷省福 知的障害者の更生相盟草案 。 告示

集簡計易図住鑓宅宥貸の付ための鱒科・低銀 。 告示

生宿計泊E所m等者のための無料，低額 。 告示

集惨療計図賞者のための無料・低額 。 本来

生介趨計圏老鈍人者保の健た施め段の無料・低額 。 本来 介担保障珪上司介盟老人保恒施陸

隣保事業 。 告示

福祉サービス事I用揖助事業 。 告示

前する項違各籍号又及はび助前成各号の事業に関 。 告示



O介護保険法に基づく各事業の位置付け

璃』臣官』掴の臨明...1

|枯福祉鐘 各 遺 事車名、施肢名等 介思保険法 区分 備 者

保健

るJ

本来

限る.>
保健

除<.> 

本来

保健 〈詮)f業T損~保と験して活留上のめ該られ当EるE辺閣泥沼の肉に限医る鎌.滋上側帯

保健

保健

保健

闘邑

凪石J

品<':i
本来

保健

本来

dて

社会禍a. 2外以t R 

保健 〈ミ〉介築塩指保と険し滋て認上のめ2ら妥れ当B号田館監の段肉巳、限医る.鰻壇上附稽

保健

保健

保健 ι主〉 介ヨ援i務重保と安しIIて宝認上のめ2ら妥当れ庖る股館の館肉広、限医65.gR活上間帯

|正

保健

肱霧詩器盤議器運議禁}

後9のがて誠晶定愛行容、a髭隻のうこa託S褒替をとE手更の受含妥η銀trZg更るとE手銅定手B鏡滋鉱がこ山花行等後T草バのうれ震原乙翠惨る更則と状こ2とか手と向指S必隠じこFてを要停や市で館bむk咽あ行を定得錨るレ

銭2軍事業

保健 諜 S‘斑9 と国じ鼠"

本来

隼隼

f首



(参考 2)

(号外第 56号)

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
号

医
療
法
(
附
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
)
第
四
十
二
条
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
以
生
労
働
大
回
り
定
め
る

医
療
法
人
が
行
う
己
と
が
で
き
る
社
会
制
祉
事
業
(
平
成
十
年
以
生

Fd示
第
十
五
号
)
の
一
郎
在
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
川
す
る
。

平

成

二

十

四

年

一

ニ

月

十

三

日

厚

生

労

働

大

阿

小

宮

山

洋

子

第
一
刻
治
二
号
ニ
中
「
又
は
認
知
拍
対
応
型
老
人
共
同
生
活
媛
助
引
業
」
を
「
、
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
健

助
事
業
又
は
桜
合
型
サ
ー
ビ
ス
福
祉
事
業
一
に
改
め
る
。

幸日官火l曜日平成 24年 3月 13日149 



(参考 3)

6 第 5768号幸日

O
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
九
号

臥
ふ
開
法
〔
昭
和
二
十
三
年
抽
出
作
第
二
百
五
号
)
第
四
十

二
条
拍
じ
号
の
煩
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
山
止
め

る
医
抑
法
人
が
行
う
こ
と
が
で
き
る
社
会
柄
祉
事
業
〔
平

成
十
町
厚
生
省
告
示
第
十
五
日
U
)

の
一
部
在
次
の
よ
う
に

改
正
し
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
問
、
ヲ
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
陸
小
宮
山
洋
子

第
一
刻
第
一
号
口
中
「
、
知
的
附
省
児
施
設
、
知
的
防

山
叶
児
泊
函
施
汎
師
、
古
ろ
う
あ
児
施
及
、
肢
体
不
自
由
兇
施

設
、
頂
症
心
身
防
当
児
施
目
白
」
を
「
、
隙
山
首
児
入
所
施
凌
」

に
改
め
、
同
頂
第
二
号
口
中
「
児
市
協
祉
法
に
規
定
す
る
」

の
下
に
「
附
者
児
逝
所
主
据
引
来
、
防
当
見
相
談
支
侵
事

業
、
」
在
加
え
、
同
H
U
ホ
巾
「
似
品
芸
従
事
業
一
を
「
一

般
相
談
支
恨
事
業
、
特
定
相
談
支
般
事
業
」
に
改
め
、
同

月
チ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ず

内

除

宮水II/i!日平成 24年 3月 28日




